
平成２８年度の取り組み方針について

平成28年2月25日

土器川における水害に強いまちづくり検討会

資料－５

平成25年度
＜ステップ１＞：大規模水害対策の方向性とりまとめ
・「土器川における大規模水害に適応した対策検討とりまとめ書（案）」を協議会で承認

＜ステップ２＞：“水害に強いまちづくり”のため
のアクションプラン検討【行政】

◆平成26年度
・検討の場：「土器川における水害に強いまちづくり検討会」

（事務局：香川河川国道事務所）

・検討内容：

【テーマ１】住民目線での災害情報のあり方

【テーマ２】地域コミュニティの活性化と地域連携体制の強化

【テーマ３】避難の実効性確保のためのハード・ソフト整備

★大規模水害に関するタイムライン（防災行動計画）

・検討方法：代表市町による「検討部会」を設置し、モデル地
区を対象として検討（行政、香川大学で検討）

・住民ワークショップの開催

・検討会の開催

・「とりまとめ書（案）」の作成

・検討部会、住民ワー
クショップの開催

・検討会の開催

・アクションプラン【行
動計画書（案）】の
作成

【大規模水災害に適応した対策検討会】 ⇔ 【香川地域継続検討協議会】 【香川河川国道事務所】

関係市町・関係機関
とのキャッチボール

＜ステップ４＞：流域・地域で一体となった
大規模水害対策の実施

◆平成29年度以降の予定

・「水防災意識社会 再構築ビジョン取組方針」の各
主体での推進

・「アクションプラン（案）」に基づく、各主体での着実
な事業推進

【水害に強いまちづくり検討会】 ⇔ 【香川地域継続検討協議会】

南海トラフ巨大地震を想定した
地域継続計画（ＤＣＰ）の検討

◆平成26年度
・検討の場：「香川地域継続検討協議
会」（事務局：香川大学危機管理研究
センター）

・検討内容：アクションプラン検討

◆平成27～28年度
・検討内容：香川地域におけるアクショ
ンプランの実践、四国ＤＣＰ検討等

協議会での成果（ノウハウ）

土器川における水害に強いまちづくり検討の全体の流れ

＜ステップ３＞：“水害に強いまちづくり”のため
のアクションプラン検討【住民】

◆平成27～28年度
・検討内容：大規模水害に関するタイムライン（防災行動計画）

【H27：災害警戒期】 【H28：応急対策期】

・検討方法：モデル地区における「住民ワークショップ」を実施し、

住民目線でタイムラインを具体化（住民、行政で検討）

⇒住民意見を踏まえ、アクションプラン（案）をブラッシュアップ

“行政での検討”から“行政と住民での検討”へ
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「水防災意識社会再構築ビジョン」検討の導入



＜平成28年度＞ 水害に強いまちづくり検討の検討成果

◎成果① ：住民目線のタイムライン（応急対策期）の具体化
  「住民参加型ワークショップ」の場で、タイムラインの実効性を確保するための課題を抽出し、アイデア
（具体的な対策案）を検討
◆対象地区：土器川モデル地区（丸亀市土器町東・北）
◆関係機関 ：国（国交省、高松地方気象台）、香川県、丸亀市、地域住民 等

  「住民タイムライン」パンフレットの作成

◎成果② ：平成26～27年度に作成した、モデル地区における
「アクションプラン【行動計画書（案）】」のブラッシュアップ

  「住民参加型ワークショップ」の場で、発災後（応急対策期）における防災行動の実効性を確保するため、
共助として具体的に取り組む内容（重点対策のアイデア）を検討
◆対象地区：土器川モデル地区（丸亀市土器町東・北）
◆関係機関：国（国交省、高松地方気象台）、香川県、丸亀市、地域住民 等

◎成果③ ：「土器川 水防災意識社会再構築ビジョン取組方針（案）」

の作成
  水防災意識社会を再構築するための取り組み（「住民目線のソフト対策」、「洪水を安全に流すための
ハード対策」、「危機管理型ハード対策」の実施）

  平成25年度検討の「とりまとめ書（案）」、平成26～27年度検討の「アクションプラン【行動計画書（案）】」
を活用し、 「土器川沿川自治体の協議会・幹事会」の場で、ソフト対策とハード対策の具体的な取り組み
方針を検討。
◆対象地区：土器川直轄管理区間（想定最大規模の洪水による浸水想定区域）
◆関係機関 ：国（国交省、高松地方気象台）、香川県、３市４町（丸亀市、まんのう町、坂出市、

善通寺市、宇多津町、琴平町、多度津町［新規］）
2

「水防災意識社会 再構築ビジョン協議会（仮称）」の設立
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目 的

協議会の構成

□平成27年9月関東・東北豪雨による利根川水系鬼怒川の堤防決壊により、家屋の倒壊・流出や
長期浸水の発生、また、住民の避難の遅れによる多数の孤立者が発生する事態となった。

□今後、気候変動の影響により、同様の被害が土器川流域でも発生することが懸念される。

□このため、新たに「水防災意識社会 再構築ビジョン」として土器川流域の防災関係機関等が
連携し、水害による減災のための目標を共有し、これらのハード対策とソフト対策を一体的、
計画的に推進するため新たに「協議会」を設立するものである。

□「土器川 水防災意識社会 再構築ビジョン協議会（仮称）」を新たに設置する。

□構成員は、河川管理者（国、香川県）、関係機関（高松地方気象台）および土器川流域・氾
濫域（超過洪水）の３市４町の首長（丸亀市長、坂出市長、善通寺市長、まんのう町長、宇多
津町長、琴平町長、多度津町長）で構成する。また、オブザーバーとして、香川大学危機管理
研究センターが参加する。

□「協議会」の下部組織として作業部会「幹事会」を設置する。なお、「幹事会」は、既存組織
である「土器川における水害に強いまちづくり検討会」を活用する。

□また、平成27年9月関東・東北豪雨災害等を踏まえ、施設能力を上回る洪水時においても関係
機関と連携するため、新たに「多度津町」を追加する。



４



「水防災意識社会 再構築ビジョン」H27.12.24記者発表資料
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「水防災意識社会 再構築ビジョン」H27.12.24記者発表資料
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「水防災意識社会 再構築ビジョン」H27.12.24記者発表資料
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「水防災意識社会 再構築ビジョン」H27.12.24記者発表資料
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「水防災意識社会 再構築ビジョン」H27.12.24記者発表資料
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「水防災意識社会 再構築ビジョン」H27.12.24記者発表資料
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• 検討組織と役割（５つの組織）

＜平成28年度＞ 検討体制と検討対象

● 香川地域継続検討協議会（既存組織）
・・・・香川地域における大規模災害を検討

◎メンバー：国地方支分部局、香川県、
香川県内全市町（8市9町）、経済団体、
香川大学、インフラ各社等

◎事務局 ：香川大学危機管理研究センター

◎設 立 ：平成24年5月31日

● 水害に強いまちづくり検討会（既存組織の拡大）
・・・・土器川流域の防災・減災対策検討（取組方針検討、

アクションプラン検討、住民タイムライン検討など）

◎メンバー：香川大学危機管理研究センター、
香川県（危機管理課、中讃土木事務所）、丸亀市、
まんのう町、坂出市、善通寺市、宇多津町、琴平町、
多度津町、香川県防災士会、高松地方気象台、
四国地方整備局 香川河川国道事務所

◎事務局 ：四国地方整備局 香川河川国道事務所

「土器川における水害に強いまちづく
りアクションプラン【行動計画書（案）】
の提出

● 水害に強いまちづくりワークショップ（住民参加型ワークショップの継続）

◎メンバー：モデル地区住民（地域コミュニティ役員、自主防災組織、事業所）、香川県防災士会、丸亀市（危機管理課、建設課）

◎オブザーバー：香川県（危機管理課、中讃土木事務所）、高松地方気象台

◎事務局 ：香川大学危機管理研究センター、四国地方整備局 香川河川国道事務所

・対象区域 ：モデル地区：土器川下流部右岸側（丸亀市土器町東・北）

・対象災害要因：複合災害（河川氾濫、内水氾濫、土砂災害）

地域住民を対象とした情報共有・意見集約
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★ 土器川 水防災意識社会 再構築ビジョン協議会（仮称）
・・・・「土器川 水防災意識社会 再構築ビジョン取組方針（案）」

の策定・フォローアップ

◎メンバー（案）：四国地方整備局 香川河川国道事務所長、
高松地方気象台長、香川県危機管理課長、
香川県中讃土木事務所長、丸亀市長、坂出市長、
善通寺市長、まんのう町長、宇多津町長、
琴平町長、多度津町長

◎オブザーバー（案）：香川大学危機管理研究センター

◎事務局 ：四国地方整備局 香川河川国道事務所

連携
「土器川 水防災意識社会再構築ビジョン
取組方針（案）」の提出

★ 土器川 水防災意識社会 再構築ビジョン幹事会（仮称）
・・・・土器川流域の水防災意識社会を再構築するための取組

検討（住民目線のソフト対策、洪水を安全に流すため
のハード対策、危機管理型ハード対策）

◎メンバー：検討会と同じメンバー

◎事務局 ：四国地方整備局 香川河川国道事務所

・対象区域 ：土器川下流部～上流部【直轄管理区間】
（想定最大規模の洪水による浸水想定区域）

・対象災害要因：想定最大規模の洪水（河川氾濫）

「検討会」の場を活用

「水防災意識社会 再構築ビジョン取組方針」の検討内容
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取組方針の検討内容

「土器川における水害に強いまちづくり検討会」の位置づけ

□「土器川 水防災意識社会 再構築ビジョン取組方針（案）（仮称）」を平成28年9月までに
策定する。

□「取組方針（案）」は、円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排
水を実現するために各構成員がそれぞれ又は連携して概ね5年以内（平成32年度内）で実施
する事項について、必要な事項を記載する。

□平成29年5月を目途に、実施方針の取組状況フォーローアップとして協議会を開催する。

□土器川流域では、“水害に強いまちづくり”を目指して、平成25年度より香川大学危機管理
研究センター、高松地方気象台、香川県防災士会（防災の専門家）、関係３市３町からなる
「検討会」を設立し、土器川の大規模水害対策の方向性を示す「土器川における大規模水害に
適応した対策検討とりまとめ書（案）」の作成（H25年度）や、「土器川モデル地区におけ
る“水害に強いまちづくり”のためのアクションプラン行動計画書（案）」の作成（H26年
度）、住民参加型ワークショップによる住民タイムライン検討（H27年度）など、先進的に
防災・減災対策の検討を行っている。

□このため、“水防災意識社会 再構築ビジョン取組方針”の検討を行う作業部会「幹事会」は、
「とりまとめ書（案）」、「アクションプラン行動計画書（案）」など、これまでの検討内容
を踏まえた成果となるよう「検討会」の場を活用するものとする。

□なお、「土器川 水防災意識社会 再構築ビジョン取組方針（案）」を平成28年9月までに策
定後は、「住民目線でのソフト対策」の取組として、土器川モデル地区におけるアクションプ
ランの「重点対策」を具体化し、取組を進める。



「水防災意識社会 再構築ビジョン取組方針」の検討項目
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取組方針への記載項目（例）

（１）円滑かつ迅速な避難のための取組

①情報伝達、避難計画等に関する事項

・洪水時における河川管理者からの情報提供等の内容及びタイミングやそれらを踏まえた避難勧告等発令の対象区
域・判断基準等の設定
・隣接市町村における避難場所の設定 ・住民等へ適切かつ確実に情報伝達する体制や方法の改善 等

②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

・想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作成と周知 ・ハザードマップの改良と周知
・まるごとまちごとハザードマップの整備と周知 ・情報ソフトインフラも活用した避難訓練等の実施 等

③円滑かつ迅速な避難に資する施設整備に関する事項

・水位計・CCTV の整備 ・決壊までの時間を少しでも引き延ばす堤防構造の工夫
・防災ステーションの整備 ・避難経路の整備 等

（２）的確な水防活動のための取組

①水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

・重要水防箇所の見直し ・水防に関する広報の充実 ・水防資機材の整備 ・水防訓練の充実 等

②市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項

・施設の関係者への情報伝達の充実 ・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策の充実 等

（３）氾濫水の排水、施設運用等に関する取組

・排水施設、排水資機材の運用方法の改善 ・排水施設の整備及び耐水化
・ダムの危機管理型の運用方法の高度化 等

「土器川 水防災意識社会再構築ビジョン取組方針」

第4回 ワークショップ

第5回 ワークショップ

第5回 検討会

香川地域継続検討協議会

・「応急対策期」の
タイムライン

第6回検討会

準備会

・アクションプラン【行動計画書（案）】の提出

ワークショップ
結果報告

事前連絡会

・モデル地区での応急対策期のタイムライン、
アクションプラン【行動計画書（案）】の検討

＜H28年度＞ 「水害に強いまちづくり検討会・ワークショップ」スケジュール
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・タイムラインまとめ
・住民目線による重点対策

防災・減災対策の実践・事業化、ＤＣＰ策定

H29年度以降

タイムライン（素案）

第1回 協議会

第2回 協議会

・協議会・幹事会の進め方

第1回 幹事会
・防災関係機関の緊急
活動内容の共有

・防災行動イメージの
共有

・現状の取組状況の共有
・減災目標の設定
・目標達成の取組の検討依頼

・各主体の取組とりまとめ①

・各主体の取組
とりまとめ②

・取組方針（H28～H32）の決定

第3回 協議会

・取組のフォローアップ

H28年5月下旬

5月下旬

6月下旬

8月中旬

8月下旬

H29年5月

8月上旬

10月

12月

H29年2月

※土器川水防連絡会
と同日に開催

H32年
目標

第2回 幹事会



第4回 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

事前連絡会

＜平成28年度＞ 「水害に強いまちづくりワークショップ」検討フロー

・複合災害による被害想定、防災関係機関に
よる緊急活動内容等について、情報の共有
（情報共有ツール）

・モデル地区における時間軸に沿った応急対
策期のタイムライン想定（災害情報、避難情
報、復旧情報）

検討ステップ 検討内容（情報共有） 検討成果（意見出し）

・住民目線によるタイムライン（防災行動計画）
・アクションプランのブラッシュアップ

第5回 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

・平成25～27年度の検討状況とワークショップの目的・進め方

・防災関係機関による緊急活動内容について、情報の共有

・防災行動イメージ（応急対策期の時間軸に応じた各種情報と防災行動）について、情報の共有

・住民目線による時間軸に応じた防災行動の抽
出（“いつ”、“誰が”、“何をするか”）

  時間軸（いつ）：応急対策期

  立場（誰が）：地域住民（自助）
地域コミュニティ（共助）
行政（公助）

  情報共有ツールを参考に、具体的な防災行
動の内容を意見集約

・第1回ワークショップのふり返り

・応急対策期のタイムライン（素案）の提示

・防災行動の掘り下げ（タイムラインに従って行
動すれば、応急対策がスムーズにできるか）

  タイムラインの実効性を確保するための課
題を抽出

・住民目線による時間軸（発災直後～応急対策
期）に応じた“水害に強いまちづくりのためのア
イデア”（実効性のある具体的な対策）の抽出

  共助（地域コミュニティ）と公助（地域行政）の

連携により、応急復旧の実効性を確保する
ための重点対策を意見集約

■事前説明

■応急対策期のタイムライン

■タイムラインまとめ
■住民目線による重点対策
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